



社会福祉協議会会員募集に
ご協力お願いします。


上部期間以外は扶桑町社会福祉協議会事務局へ直接お問い合わせください。

社会福祉協議会（＝以下社協といいます。）では、住民の誰もが安心して暮らすことができるよう「思いやり
やさしい愛で まちづくり」をスローガンに、地域の皆さんやボランティア、福祉・保健・医療などの関係者、
行政機関の協力を得ながらともに考え、実行していく組織です。
社協では、町民の皆さまよりいただいた会費を貴重な財源として、上記のような活動や次頁に掲載している

事業を支援しています。どうかひとりでも多くの皆さまに社協活動の趣旨をご理解いただき、ご支援いただき
ますようお願い申し上げます。
会員募集の詳細につきましては、２ページをご覧ください。

赤ちゃん絵本をプレゼント

Ａ
グループ

Ｂ
グループ

Ａグループ・Ｂグループから
１冊ずつお選ぶことができます。

福祉実践教室の実施 ボランティア保険の助成

年間2,000円の保険料が必要となります。
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社会福祉協議会（＝社協）では、“誰もが安心して生き活きと住み慣れた地域で暮らせ

るまちふそう”を目指して、地域福祉の推進に努めております。社協では、町民の皆さま

よりいただいた会費を貴重な財源として、地域福祉のさらなる充実に取

り組んでおります。どうかひとりでも多くの皆さまに社協活動の趣旨を

ご理解いただき、社協会員として、会費納入につきましてご支援いただ

きますようお願い申し上げます。

この会員募集は強制ではありません。あくまでも任意
での加入となりますので、ご理解をお願いします。


地域福祉事業 介護保険事業 ボランティア
★｢福祉だより｣や各種イベントでの PR
●共同募金運動への協力
★日常生活自立支援事業
★社会福祉活動を行う個人や団体の支
援及び連絡調整
●生活支援体制整備事業

●居宅介護支援（ケアプラン作成）
●訪問介護（ホームヘルパー）
●訪問看護ステーション
●通所介護（デイサービス）

★ボランティア相談・紹介
★ボランティアグループへの助成･協力
★ボランティアまつりの開催
★各種ボランティア養成講座の開催
●緊急時、災害ボランティアセンター
開設

高齢者福祉 児童・青少年福祉 障害児・者福祉
●介護予防・日常生活支援総合事業
●老人クラブの支援・助成
●地域での
宅老事業

●子育て支援事業の実施
●おもちゃ図書館の開設
★赤ちゃん絵本のプレゼント
★福祉協力校への支援・助成
●子ども会への助成
★青少年ボランティア体験学習の開催

★移送サービスの実施
●視覚障害者への音訳・点訳サービス
★精神障害者の社会参加援助
●障害者団体への助成
●障害者ホームヘルパー事業
●移動支援事業
●地域活動支援センター事業

相談・貸付・貸与事業 地域包括支援センター その他
★心配ごと・法律相談の実施
●生活福祉資金・く
らし資金の貸付
★ボランティア器材
の貸し出し

●介護予防マネジメントの実施
●高齢者の総合相談窓口業務
●権利擁護、虐待の早期発見・予防
●ケアマネジメント支援
●認知症対策
●介護者慰労事業

●指定管理による
デイサービス・福祉センターの管理
運営
●総合福祉センター
活性化事業

★印の事業は皆様からの会費を充当しています。



７月１日～７月31日 自治会等を通じて募集いたします。

会費の種類と 一般会費 賛助会費 法人会費
金額（年間) 500円 1,000 円 3,000 円

 


募集期間※会員募集は強制ではありません。
任意の加入ですので、ご理解、ご協力
お願いします。
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令和４年度 予算総額 315,126 千円

支  出
（単位：千円）

収  入
（単位：千円）

基金積立資産取崩収入
4,253

その他の収入 201
受取利息配当金収入 22
医療事業収入 11,133

サービス区分間長期借入金収入
1

積立資産取崩収入  15,078

サービス区分間繰入金収入
17,725

介護保険事業収入
122,069

障害福祉サービス等
事業収入
5,581

法人運営事業
9,779

繰越金 6,990

福祉活動
専門員事業 
26,643

老人デイサービス事業
62,017

地域活動支援センター事業 2,765
居宅介護支援事業 22,777

訪問看護
ステーション事業

40,311

地域包括支援
センター事業

48,107

総合福祉センター総合福祉センター
管理・経営事業管理・経営事業

56,11156,111

総合福祉センター
管理・経営事業

56,111

地域宅老事業
6,103

生活支援体制整備事業
6,538会費収入 2,800

寄附金収入 700
経常経費
補助金収入
22,869

受託金収入
104,000

貸付事業等収入
631
事業収入 1,073

基金運営事業 4,253
福祉団体育成事業 1,670
地域福祉推進事業 480
ボランティアセンター
活動事業 1,353
共同募金配分金事業 3,494
生活福祉資金貸付事業 163
くらし資金貸付事業・県 201
くらし資金貸付事業・町 623
日常生活自立支援事業 218
心配ごと相談事業 141
訪問介護事業 17,743
障害者ホームヘルパー事業
3,236
移動支援事業 400

社会福祉法人 扶桑町社会福祉協議会 理事補充委嘱･評議員委嘱（敬称略）
理 事
扶桑町役場健康福祉部長 紀

き
平
ひら
剛
たけ
志
し

（任期：令和４年４月１日～令和４年度の定時評議員会終結まで）
評 議 員

高雄地区代表 高
たか
木
ぎ
俊
とし
彦
ひこ

山名地区代表 倉
くら
知
ち
弘
ひろ
美
み

斎藤地区代表 富
とみ
岡
おか
暢
のぶ
雄
お

高木地区代表 澤
さわ
木
き
晋
しん
哉
や

柏森地区代表 澤
さわ
木
き
利
とし
正
まさ

子ども会連絡協議会会長 山
やま
下
した

葵
あおい

心身障害児者父母の会会長 岡
おか
本
もと
徳
とく
美
み

扶桑町小中学校校長会長 櫻
さくら
井
い
まゆみ

（任期：令和４年４月１日から令和６年度の評議員会終結まで）

● ● ● ● ● 住民懇談会へのご参加のお願い ● ● ● ● ●

懇談会の内容
〈例〉・私の地区の良いところは…

・私の地区の改善したいところは…

地域のことについて普段感じていることを、一緒に話し合いませ
んか？地域の主体である皆さんの声を、「第２次扶桑町地域福祉活
動計画」に反映させていきたいと考えています。どなたでもご参加
可能です。お気軽にご参加ください。
日時や場所などは別号にてお知らせします！
参加を希望される方は、扶桑町社会福祉協議会

（℡.0587-93-4300）までお問い合わせください。
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扶桑町で主に活動していただいているボランティアグループをご紹介します。
ボランティアに興味のある方、活動に参加してみたい方、ぜひ、扶桑町社会福祉協議会各窓
口までご相談下さい。
＜ご相談先＞
扶桑町社会福祉協議会 電話（0587)93－4300 午前8時30分～午後5時15分

（土・日・祝日・12月29日～1月3日を除く）

ふそう防災リーダー会
地域自主防災活性化を目指した、地域の防災、減災の啓発、訓練な
どの支援活動。
Ｄサポート丹羽
住民参加の緊急避難訓練や災害想定訓練の実施。防災学習会の開催。
ふそう災害ボランティアセンターの会
豪雨被害に備えた活動や復旧作業の手伝い。
丹羽青年会議所
防災フェスタの開催、ふれあいフェスタの開催。

扶桑町赤十字奉仕団
献血受付、啓発。防災、救護活動、介護施設の奉仕。小中学校の保健室の奉仕。
扶桑町更生保護女性会
更生保護施設へのサポート活動、子育て支援活動、防犯や非行防止支援、赤い羽根共同募金支援。
扶桑町女性の会連絡協議会
交通安全街頭指導、各種福祉事業への協力。
扶桑の福祉を考える会あんばよう
文化財「川田家住宅」を活用したふれあいサロンを毎月開催。古民家を活かしたイベントでまちの魅力と健康
促進に貢献

扶桑老連・女性部
毎月地区での友愛・見守り活動を実施。年に１度歳末たすけ
あい募金活動、歳末施設訪問など実施。
扶桑写友会
各種福祉事業の写真撮影の協力。
コスモスＡ
社協の行事等参加、調理協力。
コスモスＢ
社協の行事等参加、調理協力。
ひまわり課
毎月第二火曜日、こころの居場所「ひまわりカフェ」を扶桑
町憩いの家で開催。家から一歩踏み出したい方がゆったり過
ごせる場所づくりをめざす。

ボランティアだより

防災関係

地域関係

（令和４年４月１日現在）

生き物探検部
生き物の研究・調査・保護・保全

花・花の会
扶桑町内のあちこちを花でいっぱいにする。
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手話サークル菜の花
聴覚障害者・中途失聴者・難聴者への支援、啓発（小中学校の福祉実践教室など）。
心身障害児・者父母の会
障害者と保護者の自助。保護者の交流会と障害児者の福祉の向上。
ボランティア団体笑夢（えむ）
年齢、性別、能力にかかわらず、みんなが笑顔で夢にチャレンジできる活動を楽しむ団体。
点訳グループ一歩
視覚障害者への点訳奉仕（各種依頼文の点訳）や小中学校の福祉実践教室に協力。

朗読グループあいうえお
視覚障害者への「声の広報」ＣＤ作成や、幼児へお話し朗読、高齢者グループホー
ムもみの木等への施設訪問。
たんぽぽ支援ボランティアわたげ
生活介護事業所「たんぽぽ」の活動支援。
要約筆記ボランティアＯＨＣふそう
聴覚障害者・中途失聴者・難聴者への要約筆記や小中学校の福祉実践教室に協力。

アイリス
布絵本、タペストリーの製作。絵本の読み聞かせや紙芝居で
幼児・児童と交流。おもちゃ図書館運営支援。
おもちゃ図書館ボランティア ピノキオ
親子遊びの援助、デイサービスへの訪問活動。おもちゃ図書
館運営支援。

マルベリー 畑・ときどき楽食♪
無農薬畑での体験を中心に、自然や食を楽しむ場を提供する。

豊常会扶桑町民踊同好会
各地区の盆踊り協力・各施設等を訪問し踊りを披露。
扶桑ハーモニカクラブ
扶桑デイサービスなど各施設を訪問し、ハーモニカ演奏を披露。
扶桑町尺八同好会
各施設を訪問し、尺八等で演奏を披露。
羽根コスモス会
扶桑苑など各施設を訪問し、踊り等を披露。また地区公園の花の手入れ。
音楽団ゆかいな仲たち
介護施設、児童館などで演奏。コロナ禍は演奏を収めたDVDで音楽を
お届け。


ボランティアだより

障害者支援

福祉施設慰問

子育て支援
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扶桑町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所
◎住 所 扶桑町大字斉藤字榎230番地

（扶桑町総合福祉センター１階）
◎営業時間 午前８時30分～午後５時15分
◎休 日 土・日・祝・12月29日～1月3日
◎電 話 （0587）91-1103

私たちケアマネジャーが
介護保険制度や地域サービスについての知識を持って、在宅での
生活が安心して過ごせるよう、一緒によい方法を考えていきます。

※ご相談は無料、個人情報は厳守します。
※ケアマネジャーの担当持ち件数が決まって
おり、空きがない状況の場合は受け入れを
お断りさせていただく事があります。

介護は誰もが抱える共通の不安です。
一人で悩まずに早めにご相談いただくことが何よりも大切です。
居宅介護支援事業所では、介護支援専門員（ケアマネジャー）が介護保険に関する相談に
応じます。

どんな
サービスが
使えるの？

自宅で安心して暮らして
いきたい。

どうしたらいい ?
要介護認定が

出たけど、どうしたら
いいの？

退院後の生活
に不安…。
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おもちゃ図書館は毎週木曜日の午前10時から
正午まで開館しています。
完全予約制（１日５組まで）ですが、ぜひご利用ください。
問い合わせ先：0587-93-4300 事務局

高雄地区
今回は高雄地区の自治会やコミュニティの現状につ

いて情報共有しました。それぞれの地域で現状が異な
ることがわかり、高雄地区として地域の支え合い活動
を立ち上げることは難しいとの意見がありました。
また、それぞれの地域でできることから取り組み、

支え合いを広げていきたいとの声が聞かれました。今
後も定期的に集まり、地域情報の共有をしていきます。

連 載

山名地区
高雄地区座談会のご紹介と支え合い活動の事例映像
を見ていただき、感想を話し合っていただきました。
カードを使った取り組みやちょっとした困りごとのお
手伝いに関心が集まり、気軽に取り組めるのではない
か、もう少し勉強したいとの声が聞かれました。
また、地域に活動する場所がないとのご意見もあり、
地域資源の把握や掘り起こしが課題だと感じました。

募集しているもの：ひまわりの絵
※クレヨン、色鉛筆、水彩絵の具（油絵は除く）

素 材：８枚切りの画用紙
参加対象者：扶桑町在住の方
応 募 期 間：８月１日（月）～８月31日(水)
応 募 方 法：期間内に扶桑町社協（総合福祉センター）

２階窓口へお持ちください
※平日9：00～17：00（土日祝日休み）

展示場所(予定）：イオンモール扶桑もしくは
扶桑町総合福祉センター

展示期間(予定）：９月23日(金）～９月28日(水）

【諸事情により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。】

善意のご寄附

おもちゃ図書館よりお知らせ

（社会福祉協議会へ）
ご 氏 名 寄附内容

手作り泉の会 様 57,934 円
天使の花だん 様 24,246 円
矢島七郎香典お返し 17,000 円
さくら 様 15,000 円
ご近所サロン 様 10,219 円
某 様 5,000 円
某 様 5,000 円
某 様 5,000 円
フリーマーケットinふそうの会 様 3,359 円
山那某 様 3,000 円

（ふそう福祉会へ）
ご 氏 名 寄附内容

手作り泉の会 様 140,000 円

昭和61年から約40年間、活動を続けて参
りました「手作り泉の会」を解散致します。
お菓子、手芸品を製作販売し、総額約
900万円の寄付を行うことができました。全
て扶桑町の皆様のご支援の賜物と感謝してお
ります。永い間ありがとうございました。

手作り泉の会 一同

ありがとうございました。

政0周年記念 役場・ららぶFUSO・働

☆ひわりスケッチ

（3月1日～4月30日・順不同）
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※予約（６月分は６月１日から、７月分は７月１日から）
が必要です。初めての方を優先させていただきます。

弁護士が、法律に関する専門的な相談に、無料で応
じます。

相談日／６月27日(月）・７月25日(月）
時 間／午後１時30分～４時30分
場 所／扶桑町総合福祉センター２階相談室

対象となる方：
扶桑町在住で肢体に障害のある方および
怪我等で一時的に必要な方、また、旅行
などで必要な方に無料でお貸しします。
貸出期間：
１ヶ月が限度となります。
（土日祝日は３階管理人室へお声をかけてください。）

この「ふそう福祉だより」、「広
報ふそう」、「議会だより」をカセッ
ト・CDに録音し、ご要望の方に
貸し出しています。
“朗読グループあいうえお” の
皆さんの協力を得ています。

※予約ができます。
予約された方を優先とさせていただきます。

保護司、行政相談委員または人権擁護委員など経験
豊かな相談員が、住民の皆さんのあらゆる困りことや
悩みことの相談に応じます。

相談日／6月3日(金）･17日(金）･7月1日(金)･15日(金）
時 間／午後１時30分～４時30分
場 所／扶桑町総合福祉センター２階相談室

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合
がございます。

１歳未満の赤ちゃんを対象に、五感
や想像力の発達と豊かな心が育まれる
ことを願い､絵本をプレゼント致します。
対象となる方：
扶桑町内にお住まいの１歳未満のお子さま
お渡しの方法：
母子健康手帳など扶桑町在住を証明できるものをご
持参の上、扶桑町総合福祉センター２階、社会福祉
協議会事務局までお越しください。
（受付は平日のみ）

慶弔のお返しの一部を
まちの福祉のために

役立てていただけませんか

お祝いごとや香典のお返しを扶桑町の福祉のために
ご検討ください。
ご寄附いただきました方には、本会会長名を入れた
礼状をご用意させていただきます。

車いすの貸し出し

赤ちゃん絵本プレゼント

心配ごと相談

法 律 相 談

『声の広報』

※電話のおかけ間違いにご注意ください。


